
 令和３年 教育委員会 

 

第８回 定例会 議事日程 
 

                  令和３年５月１１日（火） 

 

第１ 報 告 

【 指導課 】 

  （１）緊急事態宣言の延長に伴う新型コロナウイルス感染症対策の一層の徹底

について 

（２）教科書採択について 

  （３）令和３年度中学生海外交流教育の中止に係る代替事業の実施について 

 

第２ その他 

【 子ども総務課 】 

 （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（５月20日号） 



３千子指導収第 314 号 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ０ 日 

千代田区立学校・園長 殿 

千代田区教育委員会 

教育長  堀米 孝尚 

 

緊急事態宣言の延長に伴う新型コロナウイルス感染症対策の一層の徹底について 

 

新型コロナウイルス感染症の対応については、令和３年４月 26日付３千子指導収第 219号にて、新

型コロナウイルス感染症対策の徹底について依頼をしております。 

このことについて、国の緊急事態宣言の延長及び、東京都教育委員会教育長からの別添写し令和３年

５月７日付３教総総第 365号の通知を受け、千代田区立学校・園の対応について、下記のとおり継続を

いたします。 

各学校・園においては、下記のとおり、学校・園における感染の発生や感染拡大のリスクを低減する

ため、基本的な感染症対策の継続をお願いします。また、幼児・児童・生徒等一人ひとりが感染症対策

を徹底するよう指導するとともに、学校外における感染症対策の一層の徹底についても、保護者の皆様

にも周知いただくようお願いします。併せて、教職員等においても同様に感染症対策を徹底するようお

願いいたします。 

なお、感染者等が発生した場合は、ガイドライン等に従い、学校・園は学校医や保健所等及び関係部

署と連携の上、速やかに対応していただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 学校・園運営の基本方針 

 感染防止対策を徹底しながら学校・園の運営を継続する。 

対面での指導を基本とするが、感染状況に応じて、学校における対面での指導と家庭でのオンライン学

習等の配分を変更するなどの対応を行うことができるものとする。 

 

２ 基本的な感染症対策の実施について 

（１）幼児・児童・生徒等に対する指導 

〇３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）を徹底する。 

〇毎朝の検温、健康観察を行う。（体調不良等の症状が見られる場合は無理せず休養する） 

〇登校時の健康チェックを行う。（登校前に行った検温、健康観察について、登校後に確認する） 

〇教室等における密集を回避する。（幼児・児童・生徒等同士の間隔について一定の距離を確保） 

〇30分に１回以上換気を行う。 

〇教室等の消毒、アルコールを含んだ消毒液の設置（校内環境の管理）をする。 

〇授業終了後は速やかに帰宅する。 

 

 



（２）家庭における感染症対策の依頼 

〇３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）を徹底する。 

〇毎朝の検温、健康観察をする。（家族に何らかの症状が見られる場合、幼児・児童・生徒等は無理

せず休養する ※この場合、各学校においては、児童・生徒等の学習の保障を図ること。） 

〇十分な換気を行う。 

〇手が触れる場所などの消毒をする。 

〇不要不急の外出を自粛する。 

（３）教職員等の健康管理の徹底 

①基本的な感染症予防策の徹底 

〇３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（会話や会議の際も必ずマスク着用）を徹底する。 

〇毎朝の検温、健康観察を行う。（健康状態に不安がある場合は自宅で休養） 

  〇出勤時の健康チェックを行う。（検温結果等を記録する。） 

〇委託事業者等に対しても健康管理を徹底すること。 

②昼食や休憩時間における感染症予防策の徹底 

〇喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用する。 

〇大人数での喫食は避けるとともに、対面して喫食する形態を避け、会話はしない。 

〇休憩時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしない。 

③勤務時間外における感染症予防策の徹底 

〇不要不急の外出を自粛する。 

〇３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（会話や会議の際も必ずマスク着用）を徹底する。 

〇毎朝の検温、健康観察を行う。（同居者等の家族にも協力を再度要請） 

〇十分な換気を行う。 

〇手が触れる場所などの消毒をする。 

 

３ 教育活動に関すること 

（１）給食等や休憩時間における感染症予防策の徹底 

  〇喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用する。 

  〇幼児・児童・生徒等が対面して喫食する形態を避け、会話はしない。 

  〇休憩時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしない。 

（２）オンライン学習等への準備及び実施について 

対面での指導を基本とするが、感染の状況に応じて、登校における対面指導と家庭におけるオンライ

ン学習等を組み合わせて実施できるものとする。また、各学校においては「Teams」を活用した計画的

なオンライン学習、発信による家庭学習の推進、子どもとのつながりの維持等の準備を進めること。 

（３）各教科等の指導内容・方法及び保育内容・方法について 

  ○各学校において、学習活動を実施する中で、感染症対策を十分に講じることができない場合は、そ

の学習活動については実施を控える。 

 

（例） 

・グループや少人数等での話合い活動 



・音楽における歌唱の活動や管楽器（リコーダー等）を用いる活動 

・家庭、技術・家庭における調理実習 

・体育、保健体育における身体接触を伴う活動（マット運動、球技におけるゲーム、武道におけ

る攻防など） 

・児童・生徒が対面で操作したり、顔を寄せ合い観察したりする実験や観察、実習 

・体育科、保健体育科等における水泳指導や幼稚園・こども園における水泳指導、水遊び 

○園においては、保育の目的を考慮しながらも、狭い空間や密閉空間での活動とならないこと、手洗

いの指導を徹底するなど配慮するとともに、幼児同士が近距離に接触する活動が長時間とならな

いよう、発達段階に応じた活動時間の設定を工夫する。 

○特別支援学級、特別支援教室及び通級指導学級においては、個々の指導内容によっては、近距離で

の会話や発声、食事介助等の際にマスク着用等の対応が取れない場合はアクリル板やフェイスシ

ールドの活用を、教師と児童・生徒との接触が必要な場合は、指導方法を見直し、最大限の配慮を

しながら指導を実施する。 

○外部人材を活用した授業・保育等は、感染症対策を講じた上で、可能な範囲で実施することができ

る。 

  〇放課後は速やかに帰宅する。不要不急の外出は避ける。 

（４）児童・生徒等への個別の配慮 

  〇特に配慮が必要な児童・生徒等に対しては、必要に応じて個別に対応する。 

  〇感染予防や感染不安により登校できない児童・生徒等については、健康状態や学習状況を把握する

とともに、オンライン等を活用するなどして学校の学習内容や課題を伝えるなど個別に対応する。 

  〇令和３年４月 22日付３教指企第 188号「児童・生徒の自殺予防に係る取組について（通知）」に基

づき、児童・生徒等の小さな変化を見逃さないようアンケートを実施したり、保護者や地域に対し

て、家庭における見守り等を依頼したりする。また、児童・生徒等に少しでも気になる様子が見ら

れる場合は、学校や相談機関に相談するよう周知する。 

 

（５）学校行事等について 

〇児童・生徒等が学年を超えて一堂に集まって行う行事や校外での活動は、緊急事態宣言期間中は延

期又は中止とする。中止する場合は、感染症対策を講じた代替の活動を実施することができること

とする。 

（６）部活動について 

○緊急事態宣言期間中は、全ての部活動を中止する。ただし、各学校長の責任の下、大会等への出場

は可とし、大会等参加に伴う練習及び都県をまたがない練習試合や合同練習等は認める。なお、活

動に当たっては、必要最低限の活動日数・時間及び参加人数にする等の感染症対策を徹底する。 

〇都教育委員会の運動部及び文化部の「部活動の在り方に関する方針」に基づくとともに、感染症対

策を十分に講じ、生徒の安全を最優先する。 

〇大会等に参加する場合、各学校において、保護者に対し大会等への出場に関する通知を発出した上

で、生徒・保護者の同意書を得るとともに、出場する大会等の初日を起算日として 14日前から大

会等終了まで、各学校において、必ず毎日、生徒の健康観察を行う。 

〇大会等参加中は、保護者等との連絡が直ちに行えるよう、緊急連絡先を把握しておくとともに、大



会等参加中の緊急連絡があることについても保護者に周知しておく。 

〇合宿は、集団で旅行することに伴う感染リスク等を踏まえ、緊急事態宣言期間中は、中止とする。 

〇吹奏楽部や合唱部等の定期演奏会等の集客を伴うイベントは、緊急事態宣言期間中は実施しない。 

〇部活動の実施に当たっては、以下の感染症対策を徹底する。 

・感染リスクの高い活動は控える。特に、接触等を伴う活動等において、可能な限りの感染症対策を

講じても生徒の安全を確保することができない場合は、実施を控える。 

・プレー中以外はマスクを着用する、マスクを外す場面で会話はしない、プレー終了後等の会食はし

ない、休日等に練習を行う場合は昼食時間を避けて行うなど、感染症対策を徹底する。 

・部活動実施前後の更衣等における会話は控える。また、部活動終了後は速やかに帰宅する。 

 

 

 

 

○学務課学校運営係   

TEL 03-5211-4357  

○指導課指導主事    

TEL 03-5211-4286  

○指導課管理係   

TEL 03-5211-4285  

○子ども支援課    

TEL 03-5211-4229 



【別紙】 

 

緊急事態宣言に係る前回通知（4月 26日付）から今回通知（5月 10日付）への変更点 

 

＜基本的な感染症対策の実施について＞ 

令和３年４月 26日付３千子指導収第 219号 令和３年５月 10日付３千子指導収第 314号 

（２）家庭における感染症対策の依頼 

〇昼夜、屋内外を問わず、家族以外の方との会食

を自粛する。 

 

（２）家庭における感染症対策の依頼 

記載なし 

（３）教職員等の健康管理の徹底 

③勤務時間外における感染症予防策の徹底 

〇昼夜、屋内外を問わず、家族以外の方との会食

を自粛する。 

 

（３）教職員等の健康管理の徹底 

記載なし 

 

＜教育活動に関すること＞ 

令和３年４月 26日付３千子指導収第 219号 令和３年５月 10日付３千子指導収第 314号 

記載なし （４）児童・生徒等への個別の配慮 

〇令和３年４月 22日付３教指企第 188号「児童・

生徒の自殺予防に係る取組について（通知）」に

基づき、児童・生徒等の小さな変化を見逃さな

いようアンケートを実施したり、保護者や地域

に対して、家庭における見守り等を依頼したり

する。また、児童・生徒等に少しでも気になる

様子が見られる場合は、学校や相談機関に相談

するよう周知する。 

 

 

＜部活動について＞ 

令和３年４月 26日付３千子指導収第 219号 令和３年５月 10日付３千子指導収第 314号 

〇練習試合や合同練習等は行わない。ただし、大

会等参加に伴う都県をまたがない練習試合や合

同練習等は可能とし、実施する場合は、各学校

長の責任の下、生徒の健康観察を徹底するとと

もに、必要最低限の活動時間及び参加人数にす

る等の感染症対策を徹底する。 

 

記載なし 

（前にあげている○の 1つ目の項と重複の為） 

 



令和４年度使用 教科用図書採択について 

 

別添「令和４年度使用 千代田区立九段中等教育学校（後期課程）、特別支援学級（小・

中）並びに小・中・中等教育学校（前期課程）教科用図書の採択事務日程」のとおり、令和

４年度使用 教科用図書採択事務を行う。 

 

【資料 1-1】千代田区立小・中学校・中等教育学校(前期課程)教科用図書採択事務取扱要綱 

【資料 1-2】千代田区立小・中学校・中等教育学校(前期課程)教科用図書採択事務取扱要綱

に関する細目 

【資料２】千代田区立九段中等教育学校後期課程用教科書採択にかかわる基本方針  

【資料３】千代田区立学校特別支援学級用教科用図書採択にかかわる基本方針 

【資料４】教科書採択における公正確保の徹底及び令和４年度使用教科書の採択事務処理に

ついて（通知） 

    （令和３年４月 28日付 ３教指管第 168号の写し） 

【資料５】教科書採択における公正確保の徹底等について（通知） 

     （令和３年３月 30日付 ２文科初第 2012号の写し） 

【資料６】令和４年度使用教科書の採択事務処理について（通知） 

    （令和３年３月 30日付 ２初教科第 67号の写し） 

【資料７】中学校（令和２年度教科用図書検定結果） 

【資料８】令和４年度使用義務教育諸学校用教科書の採択方針について（通知） 

（令和３年４月 28日付 ３教指管第 178号の写し） 

【資料９】教科書の採択方針について（答申） 

【資料 10】令和４年度使用 小学校教科用図書採択に係る各会議議事内容 

【資料 11】教科書展示会の実施について  

教 育 委 員 会 資 料 

令和３年５月 1 1 日 

指 導 課 

 



千代田区立小・中学校・中等教育学校(前期課程)教科用図書採択事務取扱要綱 

 

                              １７千教教指発第７９号 

平成 17年 5月 11日教育長決裁 

平成 1９年 4月 2日教育長決裁 

平成２０年4月１日教育長決裁  

平 成 ２ １ 年 4月 １ 日 教 育 長 決 裁 

平 成 ２ ２ 年 4月 １ 日 教 育 長 決 裁 

平 成 ２ ６ 年 4月 １ 日 教 育 長 決 裁 

平成２７年4月１日教育長決裁 

平 成 ２ ９ 年 4月 １ 日 教 育 長 決 裁 

平成３０年４月１日教育長決裁 

令和２年４月１日教育長決裁 

 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、千代田区立小・中学校・中等教育学校（前期課程）で使用する教科

用図書について、千代田区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、公正

かつ円滑な採択を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（採択の基本方針） 

第２条  調査研究が、十分行われるように配慮し、その調査研究の結果を生かして採択     

する。 

 

（採択の時期） 

第３条  教科用図書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施     

行令第13条の定めるところにより、当該教科用図書を使用する年度の前年度の８     

月31日までに行う。 

 

（教科用図書選定委員会） 

第４条  教育委員会は、採択に必要な資料を得るために教科用図書選定委員会（以下            

「選定委員会」という。）を設ける。なお、検定年度に新たな図書の申請がなかっ

た教科は、前回の検定合格図書から採択を行うことができる。その際は４年間の使

用実績を踏まえ、前回の採択における調査研究内容を活用し、教育委員会による簡

易採択も行えるものとする。この場合、基本的に選定委員会は設けない。 

  ２  選定委員会は、教育委員会の任命する次の委員をもって構成する。  

     学識経験者２名、千代田区立小・中・中等教育学校長又は副校長、主幹教諭等か

ら選定教科数に応じて必要数（２～１２名程度）と、保護者代表２名  

  ３  委員の任期は、委嘱の日から８月31日までとする。 

  ４  選定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名おく。  

  ５  委員長及び副委員長は、委員が互選する。 

  ６  委員長は、選定委員会を総理する。 

  ７  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。   

８  選定委員会は、教育委員会が招集する。 

  ９  選定委員会は、委員の過半数の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数で決     

し、可否同数の時は委員長の決するところによる。 

  10  選定委員会は教科用図書調査委員会の報告を受け、調査研究及び審議を行い教育

委員会に答申する。 

 

（教科用図書調査委員会） 
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第５条  選定委員会は、選定に必要な資料を得るために、教科毎に教科用図書調査委     

員会（以下「調査委員会」という。）を設ける。 

  ２  調査委員会は、教科毎に、小・中・中等教育学校長から推薦された委員（小学校

７名程度、中・中等教育学校１～２名程度）及び選定委員会委員１名をもって構

成する。 

  ３  委員の任期は、委嘱の日から８月31日までとする。 

  ４  調査委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名おく。  

  ５  委員長は、選定委員会委員があたり、副委員長は委員が互選する。  

  ６  委員長は、調査委員会を総理する。 

  ７  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。   

８  調査委員会は、選定委員会が招集する。 

  ９  調査委員会は、委員の過半数の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数で決     

し、可否同数の時は委員長の決するところによる。 

  10  調査委員会は、教科毎に調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告する。  

 

（教科用図書研究会） 

第６条  選定委員会は、選定に必要な資料を得るために学校毎に教科用図書研究会            

（以下「研究会」という。）を設ける。 

  ２  研究会は、当該学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭をも

って構成する。 

  ３  研究会は、校長が総理し、副校長が補佐する。 

  ４  研究会は、教科毎に研究を行い、その結果を調査委員会に報告する。 

 

（特別支援学級で使用する教科用図書の採択） 

第７条  区立学校に設置されている特別支援学級で使用する教科用図書については、区     

立学校の通常の学級で使用する教科用図書を使用する。  

  ２  学校教育法附則第９条の規定による教科用図書を採択するにあたっては、特別支

援学級設置校長からの申請による。 

 

（審議の公正確保） 

第８条  採択を公正かつ適正に行うために、選定委員会、調査委員会、研究会は非公開     

とし、委員は、調査研究上知り得た事項を他に漏らしてはならない。なお、選定     

委員会議事録については、採択終了後公開するものとする。  

 

（確認書の提出） 

第９条  選定委員会委員及び調査委員会委員は、教科用図書選定に関して直接利害関係     

のない旨の確認書を教育委員会に提出しなければならない。  

 

（所管） 

第10条  選定委員会に関する庶務は、千代田区教育委員会事務局 子ども部 指導課の所

管とする。 

 

（委任） 

第11条  この要綱の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。  

 

付則（１７千教教指発第７９号） 

１ この要綱は平成１９年５月１２日から施行する。  

付則（１９千教指発第３３７号） 

１ この要綱は平成１９年４月１日から施行する。  

付則（２０千こ育指発第２４７号） 



１ この要綱は平成２０年４月１日から施行する。  

付則（２１千こ育指発第１８４号） 

１ この要綱は平成２１年４月１日から施行する。  

付則（２２千子指導発第２０８号） 

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

付則（２６千子指導発第２６８号） 

１ この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 

付則（２７千子指導発第１７２号） 

１ この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

付則（２９千子指導発第２２８号） 

１ この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 

付則（３０千子指導発第６１号） 

１ この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

付則（２千子指導発第１２０号） 

１ この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

 



千代田区立小・中学校・中等教育学校(前期課程)教科用図書採択事務取扱要綱に関する細目 

 

２ 千 子 指 導 発 第 １ ２ １ 号 

令和２年４月１日指導課長決裁 

 

                              

１ この細目は、千代田区立小・中学校・中等教育学校(前期課程)教科用図書採択事務取扱

要綱第１１条に基づき、教科用図書の調査研究に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 教科用図書選定委員会 

(1) 委員の資格要件 

① 保護者代表については、麹町地区、神田地区ＰＴＡから各１名とする。 

② 教科用図書の採択に利害関係がないこと（過去３年間、教科用図書及び同指導書の著

作・編集に関与しないこと等）。 

(2) 選定委員会は、教科用図書調査委員会から報告された調査研究資料を、５に定める調

査研究の観点に照らし検討し、調査内容に意見を付した答申書を作成し、教育委員会

に答申する。なお、教育委員会にはすべての調査資料を提出する。 

(3) 選定委員長は選定委員会を総理するため、教科用図書調査委員会には所属しないこと

ができる。 

 

３ 教科用図書調査委員会 

(1)  調査委員会は、①小学校、②中学校・中等教育学校（前期課程）のそれぞれについて、

次のとおりとする。 

① 小学校 

国語・書写、社会・地図、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育（保健）、 

英語、特別の教科 道徳 

② 中学校・中等教育学校（前期課程） 

国語・書写、社会（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）・地図、数学、理科、音

楽（一般・器楽合奏）、美術、保健体育、技術・家庭（技術分野・家庭分野）、英語、

道徳 

(2)  委員の資格要件 

① 教育研究の実績があること。 

② 教科用図書の採択に利害関係がないこと（過去３年間、教科用図書及び同指導書の著

作・編集に関与しないこと等）。 

(3) 調査委員会は、４に定める教科用図書研究会から提出された調査書（様式１）を参考に、

５に定める調査研究の観点に従い研究整理し、調査一覧表（様式２）を作成し、選定委

員会に報告する。なお、報告の際、調査書（様式１）及び調査一覧表（様式２）を提出

する。 

 

４ 教科用図書研究会 

(1) 各学校においては、教科用図書研究会を設置する。 

(2) 研究会は、５に定める調査研究の観点に従い、すべての教科用図書について調査書（様

式１）を作成し、各調査委員会に報告する。 
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５ 調査研究の観点 

  調査研究は学習指導要領を基準に、次の観点を基本とし調査する。 

(1) 内容の選択 

教材の適切さ、資料のわかりやすさ、内容のおさえ方及び現代的課題への配慮など 

(2) 構成・分量 

系統性、関連性、発達段階、精粗の程度及び分量など 

(3) 表記・表現 

文字、語句、語法、記号、式、図形などの関連性及び明確さなど 

(4) 使用上の便宜 

資料や素材のわかりやすさ、的確さ、大きさ及び紙質など 

(5) 発展・補充教材の扱い 

発展・補充教材の内容、分量など 

(6) その他 

 

６ 報告様式の取扱い 

(1) 報告様式１：各校長 → 各調査委員長 → 選定委員長 → 教育委員会 

(2) 報告様式２：各調査委員長 → 選定委員長 → 教育委員会 

(3) 報告様式３：選定委員長 → 教育委員会 

 

７ その他 

(1) 教科用図書選定委員会、教科用図書調査委員会、教科用図書研究会のいずれについて

も、会議の過程は非公開とする。なお、採択終了後、調査報告等については公開する

ものとする。 

(2) 本細目に定める様式は別紙のとおりとする。 

(3) 教科書展示会については、教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定に基づき、

東京都教育委員会の依頼をもって実施する。実施に際しては次の点に留意する。 

○ 採択関係者による調査研究は、展示会の他、採択地区に送付される教科用図書見本

を活用する。 

 

 



 

 

 

平成２２年６月１１日 

                                                      千代田区教育委員会 

 

 

千代田区立九段中等教育学校後期課程用教科書採択にかかわる基本方針 

 

 

１ 教科書採択に当たっての留意事項について 

  次の事項に留意し、総合的に判断し、教科書の採択を行う。 

 (1)  採択は、採択権者である千代田区教育委員会が自らの権限と責任において、適正 

   かつ公正に行う。 

 (2)  学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（以下「附則第９条図書」という。）  

を除き、「高等学校用教科書目録（次年度使用）」に登載されている教科書のうちか

ら採択する。       

 (3) 区立九段中等教育学校の生徒の実情等を十分配慮する。 

 

２ 教科書の採択について 

（1） 教科書調査研究資料の活用 

   教科書の採択に当たっては、東京都教育委員会作成の「高等学校用教科書調査研究  

資料」を活用し、次の項目について、区立九段中等教育学校で使用することが適当で  

あるかについて検討する。 

    ア 内容 

     イ 構成・分量 

    ウ 表記・表現及び使用上の便宜 

   エ 発展・補充・その他 

（2） 教科書の採択 

   教科書、教科書調査研究資料、上記検討結果及び学校の選定結果等を総合的に判断  

し、区立九段中等教育学校後期課程で使用することが適当と認めた教科書を採択する。 

 

３ 教科書の選定について 

  区立九段中等教育学校は、次の事項に留意し、教科書の選定を行うこと。 

  なお、その権限と責任は校長にある。                      

（1） 教科書の専門的な調査研究及び適正な選定を行うため、学校に「教科書選定委員会」  

を設置し、その委員長は校長とすること。 

（2） 校長は、学習指導要領の各教科の目標等を踏まえ、東京都教育委員会が作成する 

   「高等学校用教科書調査研究資料」を活用し、教科書の調査研究を行うこと。 

（3） 校長は、教科書の調査研究結果及び生徒の実態等を踏まえて、「高等学校用教科書     

目録（次年度使用）」のうちから、最も適切な教科書を選定すること。 

（4） 校長は、教科書の選定後速やかに、別に定める様式に具体的な選定理由等を明記し、   

千代田区教育委員会指導課長に報告すること。 
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千代田区立学校特別支援学級用教科用図書採択にかかわる基本方針 

 

１ 採択の方法 

  千代田区立学校に設置されている特別支援学級において使用する教科用図書は、「千代田区立小・

中・中等教育学校（前期課程）教科用図書採択事務取扱要綱」第７条に基づき、区立学校の通常の

学級において使用する教科用図書を使用するものとし、また、学校教育法附則第９条の規定による

教科用図書を採択するにあたっては、特別支援学級設置校長からの申請によるものとする。 

 

２ 採択の期間 

  特別支援学級に在籍する児童・生徒は、その発達状況が多様であることから、領域・教科を合わ

せた指導を教育課程に取り入れるなどして、児童・生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じた指導

を行っている。このため、単年度ごとに児童・生徒の発達段階や学習状況に適した教科用図書を使

用できるように採択期間は１年間とする。 

 

３ 採択の原則 

  特別支援学級においては、検定教科書または文部科学省著作教科書を使用することが原則である

が、児童・生徒の障害の種類や程度、能力・特性から判断し、教科により当該学年の検定教科書や

文部科学省著作教科書を使用することが適当でない場合、これに替わる適切な一般図書を使用する

ことができる。（学校教育法附則第９条） 

（１）検定済教科書の当該学年用を使用する。 

（２）教科により当該学年の使用が適当でない場合は、検定済教科書の下学年用を使用する（中学校

で小学校用検定済教科書を使用することも可能）。 

（３）文部科学省著作教科書（特別支援学校用）を使用する。 

（４）文部科学省著作教科書（特別支援学校用）の下学年用を使用する。 

（５）学校教育法附則第９条図書（※）を使用する。 

（６） 学校教育法附則第９条図書以外を使用する。ただし、調査研究資料を参考に十分な調査を行い、

実態に即した適切な図書であること。 

※ 東京都教科用図書選定審議会の答申に基づいて、東京都教育委員会が調査し、特別支援教育

教科書として用いる観点から選定された図書（特別支援教育教科書調査研究資料に掲載される

一般図書） 

 

４ 一般図書を採択する場合の留意事項 

（１）児童・生徒の障害の種類・程度、能力・特牲に最もふさわしい内容（文字、表現、挿絵、取り

扱う題材等）のものであること。 

（２）可能な限り系統的に編集されており、教科の目標に沿う内容が適切であり、特定の題材若しく

は一部の分野しか取り扱っていない図書、参考書的図鑑類、問題集等は適切でない。 

（３）上学年で使用することとなる教科書との関連性を考慮するとともに、採択する図書の間の系統

性にも配慮すること。 

（４）教科用として使用する上で適切な体裁の図書を採択すること。 

（５）価格については、教科書無償給与予算との関連から、前年度の実績を考慮するなど、あまり高

額なものに偏らないこと。 
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５ 教科用図書の選定及び採択について 

（１）教科書の専門的な調査研究及び適正な選定を行うため、特別支援学級設置校に「教科書選定委

員会」を設置し、その委員長は校長とする。 

（２）校長は、その権限と責任において、学習指導要領の各教科の目標及び児童・生徒の実情等を踏

まえ、東京都教育委員会が作成する「特別支援教育用教科書調査研究資料（一般図書）」等を

活用し、教科書の調査研究を行い、最も適切な教科書を選定する。 

（３）校長は、教科書の選定後速やかに、別に定める様式に具体的な選定理由等を明記し、千代田区

教育委員会指導課長に報告する。 

（４）教育委員会は、提出された報告書を精査し、在籍する児童・生徒の実情等に十分配慮し、自ら

の権限と責任において、適正かつ校正に採択を行う。  



区市町キ拷々育委員会教育長殿

教利書採択における公正確保の徹底及び令和4年度使用教科書の採択事務処理について(通知)

このととについて、文音酬学省'から、別添(写)のとおり、糊斗書擔尺における公正確保の徹底及てド令禾口

4年度使用教矛斗書の採択事務列曜に関する文書が遡寸されましたので通知します。

なお、これに併せ、下記のとおり補足説明及び留意事項を付しますので、糊斗書擔尺における公正確保の

徹底等につきまして、域内の学校をはじめとする各関俳、者に対して通知の趣旨を改めて周知していただき、

より一層の公正確保を図っていただくとともに、擔尺事務につきましては、事務列曜に遺漏のないようぉ願

いします。

1 送イ寸夕書(写し)

(1)令矛口3年3月30日付2文科初第2012号「教矛斗書搦尺における公正確保の徹底等について(通知)」

(以下「おkガミ^ロ」という。)

(2)同日付2文科初第2011号「新斗書採択の公正確保について(通知)」【別添通知】似下「発イテ者

宛て^」という。)

(3)同日付2初新斗第67号「令禾口4年度使用新斗書の採択事務列曜について(通知)」(以下「事務処

1聖酷n」という。)

3桝ず'管第168号

令手口3年4月28日

東京都教育委員会教育長

藤田裕司

(公E陥'略)

2 教弔瀋採択の公正確保の徹底

(1)教科用図割巽定審義会の委員又ほ調査員等の選任(参照:括釈i獣口P.2 「1 (1)」)

ア教予斗用図書選定審議会の委員又は調査員等の遡壬について、教矛斗書採択に直接の利害関係を有する

者は委員となることができないとされているが、各教育委員会矣メ掌校等において新斗書の調査府院を

行う調査員等についても、新斗書撰尺に直接の利害関係を有する者を遡壬することは不適当である。

また、新斗書採択に直接の利害関俳、を有しないまでも、特定の耕"書発イテ者(以下「発1テ者」とい

う。)と関係を有する者を遡壬することは適当でない。

このため、選定審議会の委員弌詔査員等の遡壬及びこれらの者力新テう調査研究等に当たっては、発

1テ者との関俳、について聴取又は自己申告を求めるなど、適切な拷尺事務力新テわれるよう→弓フ留意する

こと。

「耕"書採択に直接の利害関係を有する者」については、別添1「義務教育諸学校の教矛斗用図書

の無償措置に関する法律(以下「無イ賞措置法」という。)施行規貝1」の・→キβを改正する省令等の公布、

樹テについて」(平虎8年6月20日イ也8文科初堀32号初等中等教育局長通知)の「第一2.留意事

項を参照すること。

1
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イ令手吃年度に検定を経た教矛斗書等の編署乍者及U§編集協力者に関する情報や、桝市用キ識尊書及U數

翆膚準如司辺耕オの彰隼者に関する「青報は、 4月末を目途に、文栃斗学省'及び一般社団法人孝婦斗書協

会から割數育委員会に遡寸される予定である。者敵育委員会から区市町キ挫靖委員会に対して別途情

報提供をするので、必要に応じて参照すること(発1テ者宛てi融口 P.4 「(薪斗書の編署乍者及て編

集協力者並びに関連する耕オの秒隼者に関する情報の財及いについて)」も併せて参照すること。)。

(2)教ネ捨見本の取扱い(参照:捌ミi臥口P.3~4 「1 (2)」、発イテ者宛てi獣口P.2~4、事務処理

通知P.4~5)

ア発行者が各採択権者等に遡寸司、るととのできる教矛斗書見本の部数の上F艮等については、文栃斗学省'

が当該発イテ者に通知している。

⑦小・中学校用教矛1書

令禾口3年度は、法令に基づいて、前年度と同一の耕"書が掬尺されることとなることから、原則

として數矛1書見本は遡寸されない。

ただし、教矛斗用図割命定規貝Ⅲこ基づき、検定審査不合格の決定の通知に係る年度の翌年度に行わ

れた再申請により、令手口2年度の文矯斗学省'の検定を経て新たに発行されることとなった新斗書に

ついては、採択権者からの要望がなくとも、下記部数を上限として新斗書見本の遡寸が可能となっ

ている6

特別区・中核市の

教育委員会

遡寸先

その他の教育委員会

(戦虫採択地國

その他の教育委員会

(共同採把也國

教矛斗書センター

教育委員会用 8部

(イ)高等学校用新斗書(令禾口2年度に検定を経た耕斗書の見本)

高等学校等については、 1部を上限に発1テ者から遡寸可能となっている。

また、採択権者からの要望があれば、中等教育学校の肩棚課程の数を上限として遡寸可能となる。

なお、遡寸を希望する場合の具体的な手続については別途通知する。

採択地区用

遡寸部数の上限

教育委員会用 5部

掬尺地区用

教育委員会用 5部

掬尺地区用構成市畊楼k+3部

4部

2部

4部

中等教育学校(後期課穩を所管する

教育委員会

遡"寺期

姻途)

中等教育判交(後好課稠

新斗書センター

遡寸先

(ウ)高等学校用教矛斗書(令矛口元年度以前に検定を経た棚斗書の見本)

令禾口元年度以前に教矛1書見本を遡寸していない場合には、上記(イ)の取扱いに準じて遡寸可能で

あるが、その趣旨は、教矛斗書搦尺に当たっての調査研究等の用に供するためである。既に有償で販

売されている教矛1書であり、利益供与との疑念を生じさせないよう、当該年度あるいは次年度以降

の授業等の用に供することを目的として遡寸を求めることのないよう注意すること。

なお、遡寸を希望する場合の具体的な手続については別途通知する。

4月末

発イテ者

遡寸元

特約供給所

発イテ者

特約供給所

5月末

発イテ者

特約佛合所

遡寸部数の上限

特約憾合所

1部

1部

遡寸時期

(目逸

1部

4月末

遡寸元

5月末

2

発1テ者

特約憾合所



イ遡"寺期

令禾口2年度検定において合格した教矛斗書見本は、文音断斗学省'力●発1テ者に対し、採択事務に支障が

ないよう教矛斗書見本を制作し次第、 4月末日(教矛1書センターについては5月末日)までに遡寸司、る

よう求めている。

ウ留意事項

・発〒テ者から遡寸される糊斗書見本の種類及て榔数の上限は、毎年度文音副学省'が発1テ者に通知し

ており、それを超える遡寸、又1コ掬尺関評、者(教育委員会関係者又は校長若しくは梯市を含tP全て

の学校関係者その他新斗書採択に関与し得る全ての者)に対する献本若しくは貸与は認、められてい

ない。擔尺関係者から発1テ者に対して上限を超える遡寸、又は献本若しくは貸与を求めるととのな

いようくれぐれも留意すること。

・薪、斗書見本とイ并せて、又は個別に、学習者用デジタル教矛斗書の部分サンプルや内容解説資半斗その

他発1テ者が広く無償で酉己布する資米斗を受け取ることは差し支えない。ただし、資米斗の名称を問わず、

有償の商品やサービスを無償又は廉価に提供を受けるなど発1テ者からの不当な利益供与が禁止され

ていることにくれぐれも注意すること。

また、「学習者用デジタル教〒斗書」の完全見本については、紙の薪斗書の内容と同一であるため、

提供弌貧与を受けてはならないので注意すること。

・授業研究や耕オ研究等のための擔尺期間終了後における新斗書見本の遡寸は、令禾口元年度からは

行われていないため、発1テ者に対して、教矛斗書見本の献本又は貸与を求めることのないよう留意す

ること。

・採択、,期間に遡寸された教矛斗書見本については、撰尺終了後d綬業研究弌叡オオ研究のために有亥力活

用すること。

また、翌年度以降の搦尺替えの際の調査研究に支F彰§生じないよう、適切に保管・管理をするこ

と。

(3)過当な宣イ表舌動等への対処,検定申請本の取扱い(参照:拷尺i融口P.4~フ「1 (3)、(4)」)

ア採,ミi融口1 (3)の外、「教チ」膚発1テ者行動規傘、田(以下「行動規傘旬という。拷尺i融口 P.12に

URLの捉載あり。)を参照すること。

イ各教育委員会においては、とれらを→◆~に踏まえ、域内の学校とも情報共有をはじめ密に連携した

上で、事前に適切な措置を講ずること。その際、文音畔斗学省'の指導新テ動規命包等に違反する行為につ

いて、発1テ者に求めることのないようにすることはもとより、発イテ者からそういった申出があった場

合には明確に断るよう闘系者への周知を徹底すること。

(4)発イテ者との関係(参照:撰尺i融口P.フ~8 「1 (5)、(6)」)

ア質の高い糊斗書の実現のためには、発イテ者が梯市等から意見を聴取したり、両者が連携して授業研

究等を行うことは大きな意義を持う。

一方で、仮に桝市等と発1テ者の認識が、新斗書の糊乍・編集1舌動あるい1鱒受業研究昊孝妹オ研究等の

一環であったとしても、ナ也域住民等から見れば教矛1書採択、の公正性・透明性に疑念を生じさせるもの

と受け止められかねないことから、全ての学佼・梯市等に対して、利害関俳、者との櫛凱こ当たり、法

令の外、貴委員会の条伊ι・規貝11等に従う必要がある旨を周矧敵底すること。

イ発1テ者による不適切な行為が確認された場合には、速やかにその所属する学佼・教育委員会等に報

告するよう、全ての桝市等に対して指導するとともに、報告を受けた教育委員会は、その行為が教矛斗

書搦尺の公正性・透明性に疑念を生じさせるものである場合は、東京都教育庁キ旨導音K管理課耕斗書担
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当宛てに速やかに報告を行うこと。

3 教チ斗喜採択方法の改善惨照.撰尺i醜 P.8~11)

(1)採択権者の判断と責任及び教ネ斗害採択に関する情報の公表

ア義務教育諸学校においては、教矛斗書を採択したとき、遅滞なく採択結果、採択理由その他の事項(教

チ斗書調査研究資米斗等)を公表するよう努めるものとされている(無償措置法第15条、無償措置法施行

ま販1」第7条)。

イ毎年度文音畔斗学省'が実施する「撰尺関係状況調査」の結果が「採択通知」に別窃ミ餅斗として測寸さ

れているが、貴委員会の状況を確認の上、特に以下の2点について、更に十分な職且がされるよう、

拷尺手続の適正化に努めるとと。

・掬尺基準、採択結果及て膓許尺理由等、耕斗書謝尺に関する「青報の積極的な立法に取り組み、採択

に関する説明責任を果たすとと。

・教育長及て徽育委員が十分に時間的余裕を持って教矛斗書見本を閲覧し、その内容について適E都今

味することができるよう、新"書見本を適切に提供し、→汾活用すること。

4 採択に当たっての留意事項について(参照.事務処瑠獣口P.2~3)

(1)中学市交用教ネ斗書の採択について

令和3年度においては、無償措置法第14条の規定に基づき、無償措置法施行規貝リ第6条各号に掲げ

る場合を除いて、令手口2年度と同一の教手斗書を採択するとととなるが、自由社の「新しい歴史薪斗書」

について、検定審査不合格の決定の通知に係わる年度の翌年度に行われた再申請により、令手口2年度に

文部科学大臣の検定を経て新たに発行されることとなったことから、無償措置法施行規貝リ第6条第3号

により採択替えを行うことも可能である。

その際、以下の事項に留意すること。

・撰尺替えを行うことができるのは、新たに発行されることとなった新"書の種目のみであり、その

他の種目の新斗書について、撰尺替えを行うことはできないこと。

・搦尺替えを行う力否かは、搦尺権者の判断によるべきものであること。その際、都教育委員会にお

いて行う新たに発行されることとなった図書についての調査研究の結果のほか、令禾口2年度における

採択の理由弌所余.討の経緯及び内容等を踏まえて判断ずることも考えられること。

・新たに発行されるとととなった教矛斗書の種目の全ての教矛斗書について、採択権者において改めて調

査研究等を行った結果、採択している教矛斗書又は新たに発行されることとなった教チ斗書以外の耕斗書

に採択替えすることも可能であること。

・上記を含めて採択替えを行う場合には、無償措置法の規定の趣旨に則り、教泙斗書採択の公正陛・透

明陛を確保する観点から,拷尺結果及びその理由をはじめとする糊斗書の採択に関する情報の積極的

な公表に取り組み、採択に関する説明責任を果たすことが必要であること。

・掬尺替え後の糊斗書を擔尺する期間は,同一の新斗書を撰尺しなければならない期間として無償措

置法施行令第15条第1項に規定する4年間から採択替え前の期間を控除した期間であること。

5 都教育委員会における令和3年度の調査研究に関する日程(予定)

中学校については、上記4にZ識の新たに発行される図書について調査研究を行うとともに、都立小学

校、都立中学1交・中等教育学校(前期課梱用教矛斗書の調査研究、都立特別支援学校(中学部)用教矛斗

書の調査研究を行う。さらに、学校教育法附則第9条第1項の規定による、特別支援学校等で教チ斗書と

して使用する・→没図書についても調査研究を行う。
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【司數育委員会における調査研究に関する日程(予定)】

時期(予定)

4月12日

22日

~末日

5月

・審議会①答申(擔尺方針)

・教育委員会への報告(審議会①)

・中学校用教〒斗書見本の受領

・調査研究開始

上旬

末日

6月中旬

中学校用新」膚・附則9条本

・調査研究資米斗の作成開始

・審議会②答申(調査研究資半斗)

※上の表における「審議会」とは「東京都教手斗用図書選定審議会」を指ず。

※ここでは、糊數育委員会の業務のうち、他の採択権者へのキ旨導・助言・援助に関連する内容のみ記載した

・教育委員会への報告(審議会②)

・調査研究劃斗(PDF胴の公開

(都教育委員会ホームページ)

<連絡先>

東京者降靖庁指導部管理課棚"書扣_当利樹11

翫舌 03-5320-6834

メーノレ: Yasul)iro_1bne套awa@member.me柱'0.t01郡70.jp

千子捕11ゞ1、;i
3.4.30

モ代虫区
鞘委胎
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教科 受理種目 会社名

社会 歴史的分野 自由社

中学校（令和２年度教科用図書検定結果） 資料７



 

３教指管第１７８号 

令和３年４月２８日 

 

 区市町村教育委員会教育長 殿 

 

東京都教育委員会教育長 

藤 田  裕 司 

（公印省略） 

 

 

令和４年度使用義務教育諸学校用教科書の採択方針について（通知） 

 

 

東京都教育委員会は、令和３年４月12日に開催した東京都教科用図書選定審議会（第１回）に

おいて、「教科書の採択方針」について諮問し、別紙のとおり答申を得ました。 

つきましては、令和４年度使用義務教育諸学校用教科書の採択に当たっては、下記について特段

の御留意をいただきますようお願いします。 

 

                   記 

 

教科書採択に当たっての留意事項について 

（１） 採択は、採択権者が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行うこと。 

（２） 学習指導要領及び採択権者の教育方針を踏まえ、より専門的な調査研究を行うこと。 

（３） 特別支援学級及び特別支援学校の児童・生徒の実情も十分配慮すること。 

（４） 各採択地区の実情に応じて、創意・工夫をすること。 

なお、１採択地区に２以上の教育委員会が存する場合、種目ごとに同一の教科書を採択す

るための協議について、関係教育委員会は採択地区協議会を設置して行うこと。 

また、採択地区協議会における最終的な合意形成の方法等はあらかじめ定めること。 

 

 

 

＜担当＞ 

東京都教育庁指導部管理課（教科書担当） 利根川 

電話：０３－５３２０－６８３４ 

メール：Yasuhiro_Tonegawa@member.metro.tokyo.jp 
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令和４年度使用 教科用図書 採択に係る各会議議事内容 

 

１ 教育委員会 

（１） 展示会の実施について 

（２） 要綱、細目、事務日程、選定作業案等（決定） 

（３） 調査委員長報告、選定委員会答申、調査委員長・選定委員長への質問 

（４） 協議 

（５） 採択 

 

２ 選定委員会 

（１） 第１回 

① 委嘱状伝達・諮問 

② 委員長及び副委員長の選出 

③ 「千代田区立小・中・中等教育学校教科用図書採択事務取扱要綱」説明 

④ 「千代田区立小・中・中等教育学校教科用図書採択事務取扱要綱に関する細目」説明 

⑤ 事務日程について 

⑥ 教科用図書調査委員会の設置について 

⑦ 教科用図書研究会の設置について 

⑧ 採択の公正確保について 

⑨ その他 ＊確認書の受理 他 

（２） 第２回 

① 各教科調査委員長報告 

② 協議 

③ 調査研究資料（様式３）の作成、答申書の作成 

→ 教育委員会への報告（様式１、様式２、様式３提出）【選定委員長、各教科調査委員長】 

 

３ 調査委員会 

① 調査方法・報告について 

② 教科用図書研究会調査資料（様式１）の整理 

③ 調査 

④ 協議 

⑤ 調査教科書一覧表（様式２）の作成、調査研究資料（様式３）の素案作成 

⑥ その他 ＊確認書の提出 他 

→ 選定委員会（第２回）への報告（様式１、様式２提出）【各調査委員長】 

 

４ 研究会（各校）（例） 

① 調査方法・報告について【全体会】 

② 調査、教科用図書研究会調査資料（様式１）の作成【各教科部会】 

③ 各教科部会の報告・協議【全体会】 

④ 校長決裁 

→ 調査委員長への報告（様式１提出）【校長】 
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教科書展示会の実施について 

 

 

１ 目 的  

保護者等区民に教科書を公開することにより、教育内容への一層の関心と理解

を深めることを目的とする。 

 

 

２ 内 容 

教科書の発行に関する臨時措置法第５条に基づき、法定展示会を１４日間開催

する。また、本年度は新たに検定を経た中学校教科書（社会 歴史的分野）があ

るため、都からの通知に基づき、法定展示会に加え１０日間の特別展示会も開催

する。 

 

 

３ 展示期間 

  令和３年６月５日（土）から６月29日（火）までの24日間 

  ※会場（千代田図書館）の休館日である６月27日（日）を除く。 

（１）法定展示会： ６月15日（火）～６月29日（火） 

（２）特別展示会： ６月５日（土）～６月14日（月） 

    

 

４ 展示時間 

千代田図書館の開館時間と同じ 

・月～金   午前１０時から午後１０時まで 

・土     午前１０時から午後 ７時まで 

・日・最終日 午前１０時から午後 ５時まで 

 

 

５ 展示教科書    

「小学校」「中学校・中等教育学校前期課程」「中等教育学校後期課程」の３つ

の区分で、各教科の教科書を展示する。 

 

 

６ 展示会場 

千代田図書館 第３研修室（区役所９階） 

資料 11 



令和４年度使用 千代田区立学校教科用図書の採択事務日程 

月 教育委員会事務局 
中・中等教育学校 
（前期課程） 

特別支援学級 
（小・中） 

九段中等教育学校 
（後期課程） 

展示会 

４ 

月 

 

 

＜事務局＞ 

・教科書見本本確認（４月末までに届く予定） 
 

 

    

５

月 

5/11(火) 教育委員会定例会(詳細報告) 

【令和４年度使用 教科用図書の採択事務日
程等】 

 

 

 

 

5/24(月)第1回選定委員会 

 

＜事務局＞ 

・中学校長会長に、選定委員(5/6通知)、調査
委員(5/14通知)推薦依頼 

・中学校・中等教育学校に、見本本配付
5/14(金)～5/28(金) 

麹町中学校・神田一橋中学校・九段中等教育
学校 

・九段中等校長に、選定依頼 

・特別支援学級設置校長に、調査及び申請依頼 

 

 

5/6(水) 校園長会（予告・依頼） 

校長会長へ選定委員、調査委員推薦、各校での
自主研究の実施依頼 

5/14(金)～5/28(金) 自主研究（各校）  

見本本の閲覧・各教科書について調査研究 

 研究結果をまとめて調査委員で集約 

 

5/24(月) 第1回選定委員会 （役所、15:00-） 

５月中旬～６

月下旬 

調査研究・選定 

5 月中旬 選定

委員会設置 

要綱及び委員名

簿提出 

５月中旬～６月

下旬  調査研

究・選定 

4/28(火)部課長会 

5/6(木)校園長会 

5/11(火)教委報告 

5月中旬に図書館HP

公表・広報ちよだ掲載 

 

教育委員会資料 
令和３年５月１１日 
指 導 課  



 

６

月 

 

6/1(火) 第１回調査委員会 

 

 

 

 

 

 

 

6/28(月) 第２回選定委員会、 

 

 

6/1(火)第１回調査委員会 

各委員長校にて開催 

 

 ※第２回、（第３回）は6/18(金)までに実施 

※6/18(金)までに調査結果を各教科の選定
委員長に報告 

 

 

6/28(月) 第２回選定委員会（役所13：30～） 

   6/4(金) 

会場設営・搬入 

6/5(土)～29(火) 

展示会 

（6/27は休館日） 

（於：千代田図書館） 

７

月 

 

7/6(火) 部課長会 

 

7/13(火) 教育委員会定例会 

【中学校教科用図書選定委員会答申（報告）】 

 

～7/20 教育委員会教科書検討 

 

7/15(木) 教科書懇談会（役所13：30～） 

 

7/20(火) 教育委員会【協議】秘密会 

 

 

 

7/13(火) 教育委員会定例会 

教育委員会に選定結果答申の報告 

 

 

 

7/15(木) 教科書懇談会（役所13：30～） 

7/2（金） 

選定理由及び

結果報告（→事

務局） 

7/2（金） 

選定理由及び結

果報告（→事務

局） 

 

８

月 

8/17(木) 部課長会 

 

8/24(火)  教育委員会定例会【議決】 

【小学校教科用図書の採択】【中学校教科用図
書の採択】 

【九段中等教育学校後期課程用教科用図書の
採択】 

【特別支援学級（小・中）教科用図書の採択】 
 

8/31(火)  採択結果提出（→東京都） 

    



 
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 

 

千代田区立中学校長 殿 

 

千代田区教育委員会事務局 子ども部   

指導課長 山本 真 

 

令和３年度 千代田区立中学校生徒海外交流教育の代替事業について（通知） 

 

日頃より千代田区の教育活動にご理解を頂き誠にありがとうございます。 

さて、令和３年４月 15 日付事務連絡「令和３年度 千代田区立中学校生徒海外交流教育の開催中止

について（通知）」にて、千代田区立中学校生徒海外交流教育について新型コロナウイルス感染症等の

影響を鑑み、感染対策及び拡散防止の観点から、中止することを通知いたしました。それに伴い、代替

事業を下記のとおり実施いたします。ご対応の程よろしくお願いいたします。 

記 

 

１ 代替事業 TOKYO GLOBAL GATEWAYを利用した体験型英語学習 

 

２ 目   的  体験的な英語での交流活動を行い、国際化が進展する中で持続可能な社会の担い

手を育成するために国際理解教育を推進する。 

 

３ 場   所 TOKYO GLOBAL GATEWAY 

〒135-0064  東京都江東区青海２丁目４番 32号 

 

４ 日   程 令和４年１月 12日(水) 千代田区立麹町中学校 

令和４年１月 25日(火) 千代田区立神田一橋中学校 

 

５ 対   象 千代田区立中学校２学年全生徒 

 

６ そ の 他 申込等については、TGGの担当者が学校に訪問し、説明いたします。 

各校においては、TGGの担当者の訪問についての日程調整をお願いいたします。 

以上 

 

    【担当】                   

指導課統括指導主事 田中  博  

同 指 導 主 事   戸栗 大貴  

電  話          (5211)4283   

教 育 委 員 会 資 料 

令和３年５月 1 1 日 
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

5 11 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 教育委員会室 教育委員出席

5 12 水

5 13 木 指導課訪問（番町幼稚園）◎　延期 番町幼稚園 教育委員出席

5 14 金

5 15 土

5 16 日

5 17 月

5 18 火

5 19 水 指導課訪問（麹町幼稚園）◎ 麹町幼稚園 教育委員出席

5 20 木

5 21 金 8:30～ 体育祭 九段中等教育学校

5 22 土 8:40～ 体育祭 神田一橋中学校

麹町中学校※６月５日に延期

5 23 日

5 24 月

5 25 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 教育委員会室 教育委員出席

5 26 水

5 27 木

5 28 金

5 29 土

5 30 日

5 31 月

1

Administrator
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

6 1 火

6 2 水 指導課訪問（富士見小学校）◎ 富士見小学校 教育委員出席

6 3 木

6 4 金 指導課訪問（お茶の水小学校）◎ お茶の水小学校 教育委員出席

6 5 土 体育祭 麹町中学校

6 6 日

6 7 月 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 教育委員会室 教育委員出席

6 8 火

6 9 水

6 10 木

6 11 金

6 12 土

6 13 日

6 14 月

6 15 火

6 16 水 指導課訪問（お茶の水幼稚園）◎ お茶の水幼稚園 教育委員出席

6 17 木

6 18 金

6 19 土

6 20 日

6 21 月 指導課訪問（番町小学校）◎ 番町小学校 教育委員出席

6 22 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 教育委員会室 教育委員出席
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教育委員会資料
令和3年5月11日
子ども総務課

開催日・
開催期間

住所は区立施設以外のみ
記入

区以外が主催のとき

1
児童・家庭
支援センター

「親と子の絆プログラム」
ACT(アクト)すこやか子育て講
座

子どもの発達、行動、親子それぞれの気持ちの理
解などを、さまざまなワークを通して心と体で体
験的に学ぶ

6月1日・8日・15
日・22日・29日、7
月6日の毎週火曜
(全6回)10時～12時

いずみこどもプラ
ザ

いずみこどもプラ
ザ

2 子ども施設課
区民宿泊施設メレーズ軽井沢
お盆の利用案内

繁忙期(8月のお盆)の予約申し込みの概要、通常期
の申し込み方法の案内

6月1日(火)～8日
(火)

メレーズ軽井沢

3 子育て推進課
低所得の子育て世帯(ひとり親
世帯)へ生活支援特別給付金を
支給します

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子
育て世帯(ひとり親世帯)の生活を支援のため一時
金を支給する

4 文化振興課
第16回ちよだジュニア文学賞の
作品募集

第16回ちよだジュニア文学賞の作品募集 9月6日(月)(必着)

5 文化振興課
ちよだ芸術祭　ワテラス広場場
外コンサート

国内外で受賞歴のあるオペラ歌手が、「オ・ソー
レ・ミーオ」などの名曲を、迫力ある生の演奏で
お届け

6月5日(土)〇時〇
分～〇時〇分

ワテラス広場(神田
淡路町2-101 ワテ
ラス前)

かんだ歌宴

6 文化振興課

特別展「紀伊国屋三谷家コレク
ションの浮世絵―うる・つく
る・みる―」

区指定文化財の紀伊国屋三谷家の浮世絵コレク
ションから浮世絵の流通と制作、鑑賞の楽しみ方
を紹介

7月17日(土)～9月
19日(日)

日比谷図書文化館 日比谷図書文化館

「広報千代田」
5月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課） 11件

課 件　　　名 事　業　の　概　略
と　き 主催者会場



7 文化振興課
①浮世絵と江戸のメディア②歌
川国芳と武者絵③三代歌川豊国
と役者絵

特別展に合わせた関連講座

①7月31日(土)②8
月14日(土)③9月4
日(土)いずれも14
時～15時30分

日比谷図書文化館 日比谷図書文化館

8 文化振興課 千代田図書館　おはなし会
毎月開催している千代田図書館のおはなし会。事
前予約制

6月13日(日)11時～
子ども室(区役所10
階)

千代田図書館

9 文化振興課 千代田Web図書館講習会
千代田Web図書館で所蔵するさまざまな電子書籍の
魅力を紹介

6月17日(木)18日
(金)いずれも10時
30分～

第1研修室(区役所9
階)

千代田図書館

10 生涯学習・スポーツ課
東京2020大会に伴う交通対策の
お知らせ

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴
う交通対策の実施

7月9日(月)～9月5
日(日)(8月10日
(火)～23日(月)は
除く)

東京2020お問い合
わせ窓口☎0570-
09-2020

11 生涯学習・スポーツ課
聖火リレートーチが千代田区に
やってくる！

オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ
の展示

6月3日(木)・4日
(金)8時30分～17時
15分(4日は13時ま
で)

区役所1階
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